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地域日本語教室運営助成金交付要綱 

令和 4年 3月 1日 

（目的） 

第１条 この要綱は，公益財団法人神戸国際コミュニティセンター（以下「センター」という。）

が，「生活者としての外国人」のための日本語教育を行うための教室を運営する団体（以下「団

体」という。）に対して，当該団体が運営する日本語教室の内容の充実に必要な経費の一部を助成

する事業を行うために必要な事項を定める。 

（交付対象） 

第２条 助成事業等の対象となる団体（以下「交付対象」という。）は，各年度の交付申請日時点

で，次の各号のすべてに該当するものとする。 

(1) 神戸市内に所在地を有すること 

(2) 活動目的・代表者など団体運営に必要な事項について定めがあること 

(3) 登録している日本語ボランティアの過半数が，別表１に示す諸団体，または，その他センター

が特に認める団体の実施する日本語学習支援に資する講座等を受講しているか、もしくは助成

を受け始めた年度から起算し 5年以内に受講するかのいずれかであること 

(4) 学習者は，満 15歳以上の神戸市在住者であること。ただし，神戸市外在住者で神戸市内に在

勤・在学する学習者についても，その割合が神戸市在住の学習者の学習機会を損なうものと認

められない範囲内においてはこの限りではない。 

(5) 教室外において地域との交流を実施していること 

(6) ボランティアによる日本語教室であり、日本語教師による日本語教育を行う団体ではないこと 

(7) 独立行政法人国際交流基金及び公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語能力試験

その他これに準じる試験への対策講座等の提供を主たる事業としていないこと 

(8) 政治的又は宗教的な目的を有せず，営利その他の私的な利益を主目的とした団体でないこと 

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号に規定

する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員でないこと 

（交付対象事業および期間） 

第３条 地域日本語教室運営助成金（以下「助成金」という。）は，第１条の目的を実現するために

行われる次に掲げる事業を対象とする。 

ア 教室において支援者と学習者とのコーディネートにあたる日本語教室コーディネーターの配置に

係る事業（以下「コーディネーター事業」という。） 

イ 夜間(18時以降)の日本語教室開催に係る事業（以下「夜間教室事業」という。） 

２ 交付対象事業期間は，各年度の 4月 1日から２月末日までとする。 

（交付対象経費の算定方法） 

第４条 助成金は，交付対象事業期間に交付対象が前条第１項に掲げる事業の実施のために負担した

経費のうち，予算の範囲内で理事長が，別表２に記載する交付対象ごとの交付限度額及び交付率，

交付条件に基づき決定する。 

（重複交付の禁止） 

第５条 前条に規定する交付対象経費と重複して，その他公的機関及びそれに準ずる団体から助成金

等の交付を受けてはならない。 

（交付申請） 
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第６条 交付対象の代表者は，助成金の交付を受けようとするときは，次に掲げる書類を当該事業等

を実施しようとする年度の理事長の定める日までにセンターに提出しなければならない。 

(1) 助成金交付申請書（様式第１号） 

(2) 事業計画書（様式１－１） 

(3) 収支予算書（様式１－２） 

（交付の決定） 

第７条 センターは，助成の可否をセンター内に設置する助成審査委員会において助成金交付申請書

（様式第 1号）を審査の上決定し，その結果を通知書(様式第２号または第３号)により申請団体に

通知するものとする。  

２ 助成審査委員会の委員は，常務理事，総務部長兼事業部長，神戸市市長室国際部国際課長とする。 

（助成事業等の変更等） 

第８条 交付対象は，助成事業等の変更について承認を受けようとするときは助成金交付決定内容変

更承認申請書（様式第４号）を，助成事業等の中止について承認を受けようとするときは助成事業

等中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を，理事長に提出しなければならない。 

２ 理事長は，前項の申請があったときは，当該申請に係る書類の内容を審査し，承認することが適

当であると認めたときは，その旨を助成金交付決定変更通知書（様式第６号）又は助成事業等中止

（廃止）承認通知書（様式第７号）により，交付対象に通知するものとする。 

（実績報告書の提出） 

第９条 交付対象は，次の書類を各年度理事長の定める日までに，理事長まで提出しなければならな

い。 

(1) 助成事業等実績報告書（様式第８号） 

(2) 事業報告書（様式８―１） 

(3) 収支決算書（様式８―２） 

（交付額の確定） 

第 10条 理事長は，前条の実績報告書受領後 10営業日内に助成金の交付額の確定を行い，次に掲げ

る書類により，速やかに交付対象に通知するものとする。 

(1) 助成金額等確定通知書（様式第９号） 

(2) その他理事長が必要と認める書類 

（助成金の請求） 

第 11条 交付対象は，助成金の交付を受けようとするときは，助成金請求書（様式第 10号）を前条

の確定通知の受領後 10営業日内に理事長に提出しなければならない。 

２ 前項の請求があったときは，理事長は速やかに助成金を交付対象に支払うものとする。 

（出納記録の作成と出納状況の確認） 

第 12条 交付対象は，事業実施にかかる経費を出納帳簿に記録する必要があるとともに，納品書や領

収書等の根拠資料を，事業実施終了後 5年間は適切な方法で保管する必要がある。 

２ 理事長は，交付対象の活動状況及び出納状況について，随時調査を行うことができる。 

（交付決定の取消し） 

第 13条 理事長は，交付対象が次の各号のいずれかに該当するときは，助成金の交付決定の全部又は

一部を取消すことができるものとする。 

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けようとし，又は受けたとき 
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(2) 助成金を他の用途に使用したとき 

(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき 

(4) 第９条の規定による報告をせず，又は虚偽の報告をしたとき 

(5) 交付対象が，暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第

２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員であることが判明したとき 

(6) 前各号に掲げるもののほか，法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき又はこの要綱に基づく

理事長等の指示に従わなかったとき 

２ 理事長は，前項による取消しをしたときは，速やかに，その旨を助成金交付決定取消通知書（様

式第 11号）により当該交付対象に通知するものとする。 

３ 理事長は，前項の規定により助成金の交付を取消した場合において，既に助成金を交付している

ときは，期限を定めて助成金を返還させるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，令和 2年 10月 1日から施行する。 

２ この要綱は, 令和 2年 12月 22日から施行する。 

３ この要綱は, 令和 3年 4月 1日から施行する。 

４ この要綱は, 令和 3年 12月 21日から施行する。 

５ この要綱は，令和 4年 3月 1日から施行する。 
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（別表１） 

 

第２条第 3号に規定する諸団体 

団体 

公益財団法人 神戸国際コミュニティセンター 

公益財団法人 兵庫県国際交流協会 

公益財団法人 ＹＷＣＡ 

公益財団法人 ＹＭＣＡ 

特定非営利活動法人 実用日本語教育推進協会 

特定非営利活動法人 神戸定住外国人支援センター 

兵庫日本語ボランティアネットワーク 
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（別表２） 

交付限度額及び交付率，交付条件 

事業 対象経費 交付限度額 交付率 算定方法 交付条件 

* 事業ごとに，次の条件をすべ

て満たすこと 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
事
業 

日本語教室ｺｰ

ﾃﾞｨﾈｰﾀ-の配

置に要する経

費のうち，以

下の経費 

・謝金 

・交通費 

45万円 10/10 

 

(謝金単価×稼働時間数) 

＋(交通×稼働日数) 

 

 

・交付対象事業期間中の登

録学習者数が 15名以

上，かつ，延べ学習者数

が 500名以上であること 

・文化庁が実施する地域

日本語教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ-研

修，または，センター

の実施する日本語教室ｺ

ｰﾃﾞｨﾈｰﾀ-研修の受講者

であること 

  *年度期間中に受講した

場合は受講日以降を交

付対象とする 

・謝金単価は 1,600円を

上限とする 

夜
間
教
室
事
業 

夜間の教室開

催における日

本語指導者の

手配に要する

経費のうち，

以下の経費 

・謝金 

・交通費 

・会場費 

35万円 10/10 (謝金単価×稼働時間数) 

＋(交通×稼働日数) 

＋(会場費/回×回数) 

・18時以降の開催，か

つ，1時間半以上の学習

時間であること 

・謝金単価は 900円を上

限とする 

 


